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保存樹木の指定について（概要） 

 

 

１ 保存樹木とは何か                           

 保存樹木は、地域の美観風致を維持するため保存する必要がある樹木、また

は、神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となって歴史的若しくは文化的意義

を有する樹木等のうち、規則（八戸市みどりの環づくり基本条例施行規則）で

定める基準に該当するものを指します。 

 具体的には、由緒、由来のある樹木や地域の人々に親しまれ、シンボルとな

っている、いわゆる「八戸市の名木」と呼ぶにふさわしい樹木のことを指しま

す。 

 

 

２ 緑化条例との関わりは                         

 緑の保全及び創出に関する基本理念を定め、市、市民、事業者及び土地所有

者の責務を明らかにするとともに、現在及び将来にわたり、市民の財産である

「緑」を育て、守り、緑と共生する緑豊かな都市の形成に寄与することを目的

に、平成 20 年４月１日に八戸市みどりの環づくり基本条例が施行されました。 

 この条例の第 18条には、保存樹木等の指定について明記している他、同条例

施行規則には、保存樹木の指定にあたっての具体的基準を明記しております。 

 

 

３ 保存樹木の調査対象とは                        

 市では、樹木医らの協力を得て、平成 20年度より、市内に残る貴重な樹木に

おいて、規則が掲げる一定の要件を満たした樹木 217 本について調査を行い、

この中から、「八戸市緑の審議会」において指定の可否について検討しました。 

 その結果、平成 20 年度は 12 本（８箇所）、平成 21 年度は 11 本（９箇所）、

また、平成 22年度は９本（８箇所）、平成 23年度は６本（５箇所）、平成 26年

度は２本（２箇所）の樹木を保存樹木に指定しました。なお、平成 24年度、平

成 25年度、そして、平成 27年度以降は保存樹木の指定はありません。 

 

 

 

 

 

参考資料２ 
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４ 今後の指定の見込みは                         

 平成 26年度までで、40本の保存樹木を指定しましたが、対象となる樹木は現

時点では概ね出尽くしたものと思われます。 

今後、歴史的視点や希少種の視点から、特に指定すべき樹木がある場合は、

あらためて指定の有無について審議していただきます。 

 

 

５ 保存樹木に指定されることによるメリット                      

 保存樹木に指定されると、市から樹木の枯損の防止その他保存に関し必要な

指導、助言を受けることができます。 

 また、市では、保存樹木に指定された場合、これを表示する「名板」を設置

しております。その他に、平成 22年度には、市内の保存樹木を紹介する冊子「八

戸の樹木めぐり」を作成し、さらに、平成 24年度にはその改訂版を作成しまし

た。現在は、ホームページ上でご覧いただけます。これらにより、保存樹木の

価値が広く市民に知れ渡るというメリットも期待されます。 

 

 

６ これまで指定した保存樹木は                      

〔平成 20年度〕 

以下のとおり、12本（８箇所）の樹木を指定しました。  

指定番号 樹種名 所在地 指定年月日 

第１号 コウヤマキ 八戸市内丸一丁目 ロータリー 平成 21年２月 19日 

第 2-1号 ヒマラヤスギ（南側） 八戸市内丸一丁目 ロータリー 平成 21年２月 19日 

第 2-2号 ヒマラヤスギ（西側） 八戸市内丸一丁目 ロータリー 平成 21年２月 19日 

第 2-3号 ヒマラヤスギ（北側） 八戸市内丸一丁目 ロータリー 平成 21年２月 19日 

第３号 イチョウ 八戸市大字根城字根城 49番 平成 21年２月 19日 

第４号 エドヒガン 八戸市長者一丁目 6-10 平成 21年２月 19日 

第５号 イチョウ 八戸市大字廿六日町 26-1 平成 21年２月 19日 

第６号 イチョウ 八戸市田向三丁目 1-3 平成 21年２月 19日 

第 7-1号 エゾエノキ 八戸市大字新井田字横町 6-1 平成 21年２月 19日 

第 7-2号 ケンポナシ 八戸市大字新井田字横町 6-1 平成 21年２月 19日 

第８号 ヤマボウシ 八戸市南郷大字市野沢字馬場瀬 1-7 平成 21年２月 19日 

第９号 オニグルミ 八戸市大字是川字土橋 12-1 平成 21年２月 19日 

 

 

 

 

 

（※1）平成 28年 12月６日伐採により解除 
（※2）平成 29年３月 27日解除 

（※1） 

（※1） 

（※2） 
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〔平成 21年度〕 

 以下のとおり、11本（９箇所）の樹木を指定しました。 

指定番号 樹種名 所在地 指定年月日 

第 10号 イチイ 八戸市長者一丁目 7-57 南宗寺 平成 22年３月 30日 

第 11号 イチョウ 八戸市長者一丁目 6-59 大慈寺 平成 22年３月 30日 

第 12-1号 スギ 八戸市大字八幡字八幡丁３ 櫛引八幡宮 平成 22年３月 30日 

第 12-2号 スギ 八戸市大字八幡字八幡丁３ 櫛引八幡宮 平成 22年３月 30日 

第 12-3号 ケヤキ 八戸市大字八幡字八幡丁３ 櫛引八幡宮 平成 22年３月 30日 

第 13号 キタコブシ 八戸市大字松館字牛ヶ沢 3-4 平成 22年３月 30日 

第 14号 カツラ 八戸市大字新井田字前田 9-1 平成 22年３月 30日 

第 15号 イヌザクラ 八戸市大字中居林字雷 平成 22年３月 30日 

第 16号 モクゲンジ 八戸市類家二丁目 2-45 広澤寺 平成 22年３月 30日 

第 17号 クロマツ 八戸市大字鮫町字浜道通９ 平成 22年３月 30日 

第 18号 カツラ 八戸市南郷大字島守字下巻 平成 22年３月 30日 

 

 

 

 

〔平成 22年度〕 

 以下のとおり、９本（８箇所）の樹木を指定しました。 

指定番号 樹種名 所在地 指定年月日 

第 19号 クロマツ 八戸市内丸一丁目 1-1 八戸市庁別館前 平成 23年３月 25日 

第 20号 ニシキギ 八戸市内丸三丁目 3-6 南部会館 平成 23年３月 25日 

第 21号 クロマツ 八戸市大字本徒士町 5-4 更上閣 平成 23年３月 25日 

第 22号 シダレヤナギ 八戸市長者四丁目 4-1 八戸高等学校 平成 23年３月 25日 

第 23号 プラタナス 八戸市大字新井田字館平 20 新井田小学校 平成 23年３月 25日 

第 24号 イチョウ 八戸市大字松館字岡田 5-1 平成 23年３月 25日 

第 25号 ヒイラギ 八戸市類家二丁目 2-45 廣澤寺 平成 23年３月 25日 

第 26-1号 ブナ 八戸市大字市川町字赤坂下 41-2 平成 23年３月 25日 

第 26-2号 ブナ 八戸市大字市川町字赤坂下 41-2 平成 23年３月 25日 

（※1）平成 30年 12月 27日倒伏後枯死により解除  

（※2）令和 3年 9月 21日倒伏により解除  

 

 

 

 

 

 

（※）平成 25年 12月 12日伐採により解除 

（※） 

（※1） 

（※2） 
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〔平成 23年度〕 

 以下のとおり、６本（５箇所）の樹木を指定しました。 

指定番号 樹種名 所在地 指定年月日 

第 27号 ズミ 八戸市内丸一丁目 ロータリー 平成 24年３月 19日 

第 28号 アメリカキササゲ 八戸市内丸三丁目 3-6 南部会館 平成 24年３月 19日 

第 29号 ユリノキ 八戸市類家一丁目 4-47 八戸東高等学校 平成 24年３月 19日 

第 30号 キハダ 八戸市大字十日市字上樋田 平成 24年３月 19日 

第 31号 オオバボダイジュ 八戸市大字鮫町字狐平 平成 24年３月 19日 

第 32号 ハクショウ 八戸市類家一丁目 4-47 八戸東高等学校 平成 24年３月 19日 
 
〔平成 24年度〕 

 指定はありませんでした。 
 

〔平成 25年度〕 

 指定はありませんでした。 
 

〔平成 26年度〕 

 以下のとおり、２本（２箇所）の樹木を指定しました。 

指定番号 樹種名 所在地 指定年月日 

第 33号 ヤマボウシ 八戸市大字松館字籠田 38 月山神社 平成 27年３月 30日 

第 34号 マンサク 八戸市長者一丁目 6-10 長者山新羅神社 平成 27年３月 30日 
 
〔平成 27年度〕 

 指定はありませんでした。 
 

〔平成 28年度〕 

 指定はありませんでした。 
 

〔平成 29年度〕 

 指定はありませんでした。 
 

〔平成 30年度〕 

 指定はありませんでした。 
 

〔令和元年度〕 

 指定はありませんでした。 
 

〔令和 2年度〕 

 指定はありませんでした。 

 

〔令和 3年度〕 

 指定はありませんでした。 


